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「障害の社会モデル」の知見によれば、デイスアビリティという社会現象は、社会的因子（社会的な価値や

規範）と個人的因子（インペアメント等の身体的・精神的・知的特徴）との特定の関連の仕方において生じ
ている。したがって、デイスアビリティを解消しようとする営為は、その関連の仕方を組み替えることであ
り、同時に別様のデイスアビリティを更新することでもある。本稿はこの点を踏まえて、デイスアビリテイ
の解消という戦略に潜在する規範について考察することを目的とする。

きたのである。そして、これは「障害」をめくﾞ
る問題に対する社会学的アプローチの余地を拡
大する変化でもあった。
この「社会モデル」に対する批判としては、

障害学の第二世代と呼ばれる研究者の議論が
ある(Morris[1991];Crow[1996])。そこで主
に指摘されるのは、「社会モデル」がインペア
メントについて語ることを封殺し、個人的な経
験・感覚・感情を隠蔽・抑圧する機能を果たし
ているということである。こうした指摘は、と
りわけ個々の障害者が経験する困難について考
えようとする研究にとって重要なものである４．
インペアメントの問題はさしあたりデイスアビ
リティの解消の如何に関わらず生じているので
あり、その経験をアイデンティティの内にどの
ように意味付けるかということは、「障害」を
めぐる問題の把握に不可欠な視点であるといえ
る。
しかし、これとは別に、「社会モデル」その

ものによって何が目指されていることになるの

１ は じ め に

障害学(disabilitystudies)の大きな成果の一
つに、「障害の社会モデル」（以下「社会モデル」
と略記）の提起がある］。それは、「障害」のデ
イスアビリティの位相に照準して、その解決を
社会に帰責する障害者解放の理論的枠組みであ
り２，従来の「障害の医療モデル」（以下「医療
モデル」と略記）３において、「障害」のインペ
アメント（身体的・精神的・認知的な個人の機能不
全）の位相が殊更に取り出され、その克服が障
害者個人に帰責されてきたことに対する、当事
者からの問い直しの主張を反映したものである。
この「障害」をめく､るパラダイム転換によって、
従来インペアメントに起因する「個人的」な問
題として扱われてきた障害者問題は、その社会
的な解決が進んでいないことのみならずその発
生が社会に源泉を持つという意味で、きわめて
｢社会的」なものとしてクローズアップされて
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究に向けての予備的作業として位置付けられる
ものであると同時に、「社会モデル」において
対象とされるデイスアビリティと、そこから認
識的に切断されてきたインペアメントとの接点
についての理論的な前提を明確化することに貢
献し得るものであると考える。

かについての考察も重要である。そこで問われ
るのは、デイスアビリティの解消はどのような
意味で可能なのか、ということであるのだが、
こうした観点による「社会モデル」の理論的精
綴化は不十分なものである｡「社会モデル」に
おいてデイスアビリティは社会的に解消可能な
ものであり、その解消は社会の責任において目
指されるべきであるとされる。そこでは特定の
デイスアビリテイを解消することが少なくとも
デイスアビリティの総量を減少させることであ
るという暗黙の前提があり、その意味であらゆ
るデイスアビリティの解消は端的に望ましいこ
とであるとされているように見える。しかし、
実際にはデイスアビリティの解消を目指す戦
略に関連して、様々なレベルの批判や対立があ
ることも事実である。巷間流布している「社会
モデル」的な言説、とりわけ社会福祉学の領域
で概説的に語られるそれは、個々の特定の「障
害」についてデイスアビリティを解消するため
の知見を提供してはいるが、他方でその前提と
なっている価値選択に内在する規範に無自覚で
あるために、そこに生じるコンフリクトに焦点
を当てることができない。
本稿はこうした認識に立って、「社会モデル」
におけるデイスアビリティの解消という戦略に
潜在する規範に着目する。まず、デイスアビリ
ティが社会の価値体系との関連において生じて
いるために、その解消を目指す主張も価値選択
を迫られることを確認し（２節)、具体的な事
例においてその規範的問題の生じる構造を示す
(３．４節)。その上で、特に「自己決定」に関
連する価値選択の正当性について、若干の試論
を展開して本稿の立場を明らかにし、デイスア
ビリティ把握についての新たな視点を導入する
(５節)。本稿でのこれらの検討は、「社会モデ
ル」の用いられ方に関わる規範性についての研

２デイスアビリティ概念の検討

まず、「社会モデル」が焦点を当てるデイス
アビリテイとはどのようなものであるのかにつ
いて検討したい。それは文字通りに言えば「で
きないこと」であると考えられるが、ここでは
もう少し敷術して、社会的な活動を行う際の困
難や不利益のことである、とひとまず考えてお
こう。

デイスアビリティとは、作為的、不作為的な
社会の障壁のことであり、それによって引き
起こされる機会の喪失や排除のことであり、
だからデイスアビリティを削減するための
負担を負おうとしない「できなくさせる社会
disablingsociety」の変革が必要だと主張さ
れたのである。（石川[2002b:261)

ここでデイスアビリテイは、「社会の障壁」と
それによって生じる「機会の喪失や排除」とし
て把握されているが、ここから次のような含意
を読み取ることができる。すなわち、「社会の
障壁」は多くの人（健常者）にとってはそうで
ないとしても、障害者にとっては「機会の喪失
や排除」を帰結するのであり、社会のある特定
のあり方は、ある特定の個人・集団に不利益を
もたらす、ということである。このように理解
すると、「できないこと」は個人的因子と社会
的因子との特定の関連の仕方において生じてい
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るのであり、「社会モデル」はその社会的因子
に着目することの重要性を主張している、とい
うことが分かる５．社会のあり方が変更されれ
ば、「できない」ことであったことが「できる」
ようになることもあるし、「できない」ことが
もはや問題とされなくなるかもしれない。その
ときデイスアビリテイは解消されていることに
なるのだから、デイスアビリティの問題を社会
のあり方の問題として把握することも可能なの
である。
ここで問題とされるデイスアビリティには、

少なくとも二つの水準のものが含まれると考え
られる。第一に、あることが「できない」こと
によって、より上位の目的が実現できない場合
がある。「移動できない」ことで「コンサートに
行けない」状況が生まれる場合や、「働けない」
ことで「食べていけない」状態になる場合な
どが、これに当たる。第二に、あることが「で
きない」こと自体が不利益である場合がある。
｢移動できない」ことや「働けない」ことは、

そのことが更なる不利益につながらないとして
も、それ自体否定的なことであり得る。
この二つの水準のデイスアビリティのうち、

第一のものについては立岩［2002］によって
詳細に検討されている。そこでは、「できない
こと」の問題には目的のレベルと手段のレベル
とがあるという前提の上で、手段のレベルでは
｢できる」のが私である必要はなく、ある特定

の手段である必要もないのだから、手段レベル
の「できないこと」が目的レベルのそれへと結
びつけられるのは社会のあり方の問題であると
主張される。手段と目的との結びつきは本来一
様でないはずであり、それを特定の仕方で結び
つけるのは社会が用意した規則に過ぎないとい
うことである。本稿ではこの議論を踏まえつつ、
主に第二の水準で問題とされるディスアビリテ

イについて考察を深めてみることにしたい。
ここで確認しておきたいのは、「社会モデル」

におけるデイスアビリテイの扱われ方には、二
重の意味で規範性が付着しているということで
ある。まず、デイスアビリテイが解消されるべ
きものとして想定されているという点で、それ
は規範的な主張を含む。社会制度の背後には前
提となる価値体系（何が望ましいものであり、何
が望ましくないのかを規定する枠組み）があり、そ
の中で「できないこと」は生み出されている。
つまり、価値体系に照らして望ましいことが
｢できない｣、ということが問題化されるのだ

が、この「できないこと」自体はいかなる社会
においても不可避的に生じる６．社会制度にお
いてある価値を前提として、それを実現すべ.<
様々なサンクションの体系が準備されることは、
その価値を実現する能力を成員に要求すること
を意味し、その能力が低いとされることは社会
的に否定的な意味を付与されることになるので
ある。しかし、そこで能力が低いとされること
(｢できないこと｣）が否定的であったとしても、
その否定性は常に不当なものとして告発される
わけではない。問題はデイスアビリティという
現象として現れる不利益が、解消されるべきも
の、不当なものと見なされているということな
のであり、その意味でデイスアビリティが議論
されるとき、それは既に規範性を含んでいるこ
とになる。このことを踏まえると、「社会モデ
ル」において議論の対象とされるディスアビリ
ティとは、社会的活動を行う際の「不当な」不
利益や困難のことであるといえる。
次に個々の特定のデイスアビリテイについて、
どのようなデイスアビリティをどのように解消
するのかという戦略における規範性がある。そ
れは、デイスアビリテイの不当性を何に関する
どのような基準で判断するのかという問題と関
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害を持つアメリカ人法）の成立がある。これはデ
イスアビリティの解消という文脈でしばしば言
及される。１９９０年に施行されたこの法律は、
障害者に関する包括的な差別禁止法であり、そ
の成立には公民権運動の影響を受けつつ多く
の障害者団体が力を結集して関与した。その内
容は、障害者に対する社会的排除を是正する義
務を政府・自治体や民間企業に幅広く課すもの
であり、例えば雇用に際しては「有資格の障害
者」(qualifieddisabledpersons)10に対して「適
切な配慮」(reasonableaccommodations)が提
供されなければならないと規定している。これ
は、職業に関する能力評価において、様々な基
準のうちその本質的な要素だけが用いられるよ
うに、その他の要因を除去することを目的とし
たものである。
これは、前節で指摘した第二の規範性と関連

しており、「働くこと」に価値があることを前
提としつつ、その価値を実現するために必要で
あるとされる個々の評価基準のセットを適切な
ものにすることによって、「できない」状態か
らの脱却を図ろうとするものであるといえる。
従来労働能力の基準とされてきたもののうち、
一部は「本質的」でないものとして評価基準か

ら外れ、「本質的」であると選択された諸基準
だけが労働能力を評価するために用いられるこ
とになる’'。
この限りでは、従来「できない」とされてき

た障害者のうち一部の人にとっては「できる」
可能性が開かれ、依然として「できない」人
も事態に変化がないのだから、こうしたデイス
アビリティの「削減」は無条件に望ましいこと
であるように見える。しかし、実際にはこれは
新たなデイスアビリティの局面を現出させるこ
とになる。それは第一に、そこで取り出される
「本質的な要素」に関する能力の高低が問題と

連しており、常に論争的であり得る。ある特定
のデイスアビリティの解消を目指すこと７には、
解消されるべきデイスアビリティの選択の問題
や、それが解消された社会をどのようなものと
して構想するかに関わる問題など、幾つかの規
範的な問いが付随している。それを踏まえれば、
特定の「障害」についてデイスアビリテイの解
消を目指すことは、同時にデイスアビリティを
更新してしまうことをも意味するのである。こ
のことについては次節以降で詳述することにな
るが、これはいかなる社会においても何らかの
価値を前提とせざるを得ず、ある価値の相対化
が新たな価値の選択を伴うものである以上、必
然的な帰結とも言える。フィンケルシュタイン
(Finkelstein[1981])は寓話の中で障害者の村
においては「健常者」が「障害者」に変化して
しまうことを描いて「社会モデル」を説明した
が8、それもこのことと深く関連している。そ
うであるならば、あるデイスアビリテイの解消
は、それに伴って生じる新たなデイスアビリテ
ィの局面をも考慮に入れた規範的な選択の問題
となる。では、次節からはこのことを具体的に
見ていこう。

３「労働」をめぐるデイスアビリティ

まず、「労働」をめく翻るデイスアビリテイ、
すなわち「働けない」という事態について考え
てみよう。障害者は求められる能力が不足して
いるという点で、雇用に際して不利益や困難を
被ることがある。しかし、少なくともその一部
は、障害者が働くための環境整備において適切
な対応がなされていないことに起因しており９、
その是正が必要であると主張される。
この問題についての１つの現実的な成果とし

て、ADA(AmericanswithDisabilitiesAct、障
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なるということである。何がその職業にとって
本質的な要素とされるかは社会的に決定され
るものなのだから、それは一義的には定まらな
い'2．そのように「本質的」な要素が常に論争
的なものであるならば、そこで「本質的」とさ
れた能力が相対的に低い人々にとっては、それ
によって生じる不利益をデイスアビリティと捉
えることも可能である。つまり、ある障害者が
｢できる」ようになったときに「できない」と

見なされるようになる人がおり、そのようなか
たちで新たに雇用における不利益や困難を「不
当な」ものとして経験する人がいるということ
である。
第二に、「できない」状態に留まり、その限
りで変化がないように見える人々にとっても、
デイスアビリティの持つ意味が変容し得ること
である。例えば花田は、ADAに懐疑的な立場
から次のように言う。

念が主張される過程で「能力主義的なもの_が
より強力な抑圧として機能するという実感に基
づいたものであろう。一つには、「できる」状
態の実現が目指される中でその能力がよりいっ
そう価値化されそれに伴って自らの否定性が強
化されることへの懸念であり、またより多くの
人が「できる」状態になることに伴う相対的剥
奪感であるかもしれない。いずれにせよ、､二の
指摘は、「できない」状態そのものは同じであ
っても、それに対する意味付けがより否定的な
ものへと変容する可能性があることを示してい
る。
特に日本の障害者運動の一部は、この「働け
ないこと」を起点にした主張を展開してきたの
であり、その中で労働能力の評価基準の問題で
はなく、労働能力が過度に価値化されることに
対する批判的な主張を行ってきたのである］3．
それは次節で見る「自立」をめぐる主張に連続
している。

こと雇用に関しては、「本来の業務」と限
定した上にしろ、一般企業の雇用水準が認め
た者、だけに対象を絞り込んでいるのだ。企
業経営を主にした雇用の本質からすれば当然
のことなのだが、一定の能力を認められた者
を排除してはならない、はいいのだが、あま
りにそれだけを強調されると、つい、それ以
外の人はどうしてくれるのだ、どうなっても
いいと言うのか、なんて反発したくもなって
しまうし、そこに一種の能力主義的なものを
感じずにはすまなくなるのだ。（中略）経済
効率に価値観を置く限り、重度障害者はまさ
に救いようがないのだ。(花田[1991:128-129])

４「自立」をめぐるデイスアビリティ

次に、自立生活運動における「自立」の主張
について考えてみる。それは、身辺自立や職業
的自活を「自立」であると見る伝統的な自立観
に対して、「自己決定」によって自らの生活を
コントロールすることこそが「自立」であおと
して、そのような意味での「自立」を志向する
ものであるとされる。その中では、「自立」に
とって必要な能力は自由に身体を動かし労働す
る能力ではなく、このように活きたいと願う意
志を持っていることであるとされ'4、そうし
た「自立」を実現するための社会的なシステム
(介助の供給システムや社会のバリアフリー化等）の
構築が目指されている。
この「自立」に関しては、その意味内容が身

ここで重度障害者の切捨てが問題とされている
のは、ADAの理念によって彼らが新たに排除
されるからであるというよりも、むしろその理
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立」に際してこれらの能力を要求されたことは、
｢自己決定」のための条件を備えることを要求

されたということでもある。この意味では、従
来から自らの生活を自らコントロールすること
が目的とされていたことに変わりはない15°つ
まり、自立生活運動において「自己決定」とし
ての「自立」が主張されたとき、それはADL
や労働の能力と「自己決定」が結び付けられて
きたことに対して、別の仕方で端的に「自己決
定」が認められるべきだという要求だったので
ある。このことは、横塚の次の主張にも現れて
いる。

辺自立・職業的自活から「自己決定」としての
自立へとシフトしたという理解が一般的になさ
れる。「自立」が価値あるものであるという前
提の上で、その状態はADL(ActivityofDaily
Living、日常生活動作）や労働の能力によって構
成されるのではなく、『自己決定」の有無がそ
の本質的な要素であるとされたのである。この
｢自己決定」は、新たな自立観のキーワードと

して注目され重視されてきた。
しかし、この自立観の転換は、「自立」の要

素としての「自己決定」の条件をめぐる意味内
容の変化として理解する方が正確であろう。確
かに、障害者にとっての「自立」の意味は、身
辺自立や職業的自活として語られ、彼らはそう
した伝統的な自立観の下で「自立」困難な存在
(デイスアビリテイを被る存在）とされてきたので
あり、そのような意味での「自立」から「自己
決定」を本質的な要素とする「自立」への転換
という主張が、彼らが自らの生を肯定的に意味
付けるための重要な役割を果たしてきたという
のは、当事者の実感に即した把握ではある。し
かし、実際には「自己決定」は伝統的な自立観
の下でもある意味で重視されてきたのである。
というのは、ADLや労働能力も、「自己決定」
を認める条件として要求されたものであったと
解釈できるからである。「自己決定」が認めら
れる領域が、労働と身体の自己所有・自己制御
の範囲に依存するとされるのが近代社会の規則
であったことは、立岩が指摘したとおりである
[立岩:1997]・自らの身体を用いて労働した成
果として受け取ったものが自らのものであり、
そうして得られたものの処分に関しては自由
に決定してよいというのが、我々の社会の基本
的な原理とされてきたのである。この「自己決
定」の必要条件は、ADLと労働能力に対応し
ている。このことを踏まえると、障害者が「自

経済的に恵まれない我々に向って集めた金
で旅行することが悪いというならば生活保護
や年金で結婚し子供をつくるなどということ
は大変いけないことであり、成人して三十や
四十になってもなお親に食わせてもらうのも
いけないことになる。生活保護費は税金とし
て強制的に国民から取り上げたものの一部で
あり、親の働きは本人の働きではないのであ
る。（中略）「お前達は情けを以て生かすだけ
は生かしてやるが、基本的人権がどうの、勉
強がしたいの趣味を広めたいの､旅行に生き
たいのなどと言ってはいかんぞ」ということ、
……「松葉つえや車椅子を買うのだからとい

って金を集めるならわかるが、旅行に行くか
らというのでは…というのもその現われであ
る。私は我々が旅行に行きたいと要求するこ
とは経済的に旅行の費用がだせない、又旅行
にもあまり行ったことのないCP者（脳性麻
偉者のこと、引用者註）の存在を主張し、常識
化した差別意識に対してあえて挑戦している
のだと思いながら募金箱を持って街頭に立っ
ていたのである。（横塚ll981:1011)
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自らの労働によって生計を立てられる健常者
が、その生活において様々な行為を自由に選択
できるのに対して、障害者は労働能力を持たな
いこと（その結果として「経済的に恵まれない」こ
と）によって、「勉強がしたい｣、「趣味を広め
たい｣、「旅行に行きたい」といった様々な欲求
の実現を制約される。このように労働能力の有
無によって「自己決定」の可能性が左右される
ことが批判され、その不当性が主張されたので
ある。このような主張は社会的に一定の広がり
を見せ、今や労働やADLと結びつかない「自
己決定」は社会福祉の基本的理念の１つとなっ
ている’6．
ところで、「自己決定」の主張をこのように

理解すると、前節の「労働」をめく、ろデイスア
ピリティにおいて確認されたのと同型の問題が
ここでも生じ得ることが分かる。まず、「でき
ない」状態にあった人の「自己決定」を認める
ために、「できる」状態にあった人の「自己決
定」が制限される、という問題がある。従来
｢自己決定」が認められていなかった人のディ

スアピリティを解消するためには、介助や財の
再分配が必要とされるから、その負担を負う人
(従来も「自己決定」が「できる」状態にあった人）
にとっては「自己決定」の制約、自由の侵害と
捉えることができるのである。これを新たなデ
イスアビリティの問題として扱うことには留保
を付けなければならないが、少なくともそこに
は規範の正当性をめく、る相克が生じ得る}７．
しかし本槁の主題にとってより重要なのは、

｢自己決定」の主張に同じ「障害者」の立場か

ら批判がなされるということである。その批判
は「自己決定」が抑圧的に機能することに向け
られている。

れた）自立概念は自己決定という考え方を持
ち込むことで、その対象を拡大するこ‘とに
成功したが、同時に自己決定できない「障害
者」を排除してしまったのである。（横須賀
[1992:941)

問題の所在を端的に示すならば、自己決定
権論は結果として「決定する自己｣、「決定し
なければならない自己｣、さらに「決定すべ
き自己」という「存在者」を私達の時代の中
に浮上させたということであり、それはとり
わけ、自己決定を必要としている人達に向け
られているということである。（中略）自己
決定論はたしかに、そのことによって近代の
人権保障の限界を越えて、自由な精神と生き
方のはばを広げていく可能性をめざすもので
しょうが、他方では、「決定能力」の有無に
よって、あらたな人と人を区分けし分節して
いく方向を避け難くするとはいえないでしょ
うか。（岡村[1994:13])

横須賀や岡村が指摘するのは、「自己決定」の
主張が、その能力の高低に基づく新たなデイ
スアビリティの源泉となっていることである。
｢自己決定」の主張によって、それまで「でき

ない」状態にあった障害者が「できる」ように
なる側面を認め、そのことに積極的な意味を与
えつつ、それでもなお「できない」状態に取り
残される人の立場に照準するとき、それは否定
性を強化するものとして機能し得るのである。
｢決定する自己」に価値を認めようとすること

は、それが自立生活運動の展開において他者に
管理され「決定できない」状態が放置されてき
たことへの批判としての出自を持つものである
としても'8、「決定すべき自己」であることの
要請へと容易に引き寄せられるのであり、その｡新しい（アメリカよりわが国に導入さ
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前提にある社会の価値選択をめく､る規範性につ
いてである。その限りで、「社会モデル」的な
立場からデイスアビリテイを解消しようとする
個別的な状況において、それに伴うデイスアビ
リティの更新という事態を含めて、その意義や
帰結に関してどのように判断するのかが問われ
るのである。しかし、社会福祉学を中心として、
これまで語られてきた「社会モデル」的な主張
は、解消もしくは削減されるデイスアビリテイ
のみに着眼した議論に終始しており、その意味
で不十分なものであると言える。
さらに、このように解消・削減されるデイス

アビリティのみに着眼すると、その陰でデイス
アピリティをめぐるコンフリクトが顕在化し難
いような事態を見落としてしまう危険性がある
ことにも、十分注意をはらわなければならない。
そうでなければ、デイスアビリティの更新は、
デイスアビリティが複合的で重度な人をいっそ
う周辺化する傾向を持つことになる。これは恐
らく、解消されるデイスアビリティが、現行の
社会において比較的削減が容易なものであり、
またその主張が相対的に「できる」状態にある
障害者を中心に駆動される、といったことと関
連しているように思われる。いずれにせよ、そ
のようにデイスアビリテイの更新によって特定
の層に不利益が集中するという事態が生じ得る
のだとすれば、「社会モデル」はそうしたデイ
スアビリティの解消のあり方とその帰結も含め
て分析の対象とすることが求められるのであり、
その点に十分自覚的でなければならないはずで
ある。

ことに敏感であることもまた求められるのであ
る’9。
ここで前節からの議論をまとめておけば、特

定のデイスアビリティの解消を目指すことが、
ある意味でデイスアビリテイを生み出す線引き
を書き換え、ある人にとってのデイスアビリテ
イの否定的な意味を増幅させるという現象を帰
結する、という事態が生じる。本稿ではこれを
デイスアビリティの更新という観点で捉えたい。
この現象は、デイスアビリティの解消と表裏の
関係にあり、その意味で不可避的であると考え
られる。なぜなら、デイスアビリティの解消に
よって「できる」人が単純に増大する場合には
｢できない」人にとってのデイスアビリティの

意味が突出することになり、「できる」人の増
大を伴わない場合には、それは新たに「できな
い」人を生み出していることになるからである。
｢労働」や「自立」をめく、るデイスアビリティ

の解消に関して、それに対する違和感や懸念が
表明される背景には、このデイスアビリティの
更新という原理的な問題があると考えられる。
しかし、「社会モデル」的な立場を共有する従
来の議論においては、そうした問題を産む構造
について自覚的に検討されてきていない。確か
に、デイスアビリティの更新に起因する問題に
基づく批判に対して、そうした問題を緩和する
何らかの対応が必要であることは指摘されてき
たし、そのことは重要でもある。例えば「自己
決定」の能力が低いとされる人に関して、彼ら
の「自己決定」をいかに支援し、彼らの利益に
かなうサービスをいかに提供するかといった課
題については、実践的にも常に主題化されてき
た20。しかしここで問題としているのは、そも
そもそのように「自己決定」の能力が低いとさ
れる人にデイスアビリティが生じる状況を現出
させること自体の正当性についてであり、その

５「自己決定」と規範をめぐる問題

以上の議論において、特定のデイスアビリテ
ィの解消は、新たな様相を示すディスアピリテ
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ィの更新を伴うものである可能性を有すること
が確認された2'。その限りで、特定のデイスア
ビリティの解消は無条件に望ましいことである
とはいえない。そしてこのことは、社会福祉の
基本的理念の１つの到達点であると考えられて
いる「自己決定」の価値についても、同様に指
摘され得たのである。
この「自己決定」のもたらすデイスアビ

リティに自覚的な立場から、価値選択を規
範的に問題化するアプローチを採用したも
のとしては、立岩の一連の論考がある（立岩
[1997;1999;2000])。それは、「自己決定」が重
要なものであることを認めつつ、「他者性の尊
重」というより基本的な価値を置くことで、そ
の否定的な側面を緩和しようとする議論である。
その意味では、「自立」をめぐるデイスアビリ
ティの一部に対して、その解消を目指すもので
あるとも解釈できる。この議論においても「社
会モデル」的なデイスアビリティ解消の方向性
は共有されているのだが、その際の価値選択の
結果現出する社会が、既存の社会よりも規範的
に優越していること、すなわちデイスアビリテ
イの解消（とそれに伴うデイスアビリティの更新）
が社会の「改善」であることを説得的に示そう
としている点で、他の議論とは性格を異にして
いる22．本稿もまた、この議論と基本的な問題
意識を共有するものである。しかし、立岩の議
論では、「他者性の尊重」という価値が社会の
中でいかに機能し得るかについての検討が十分
になされているとは言えず、そのためにそこで
更新されるデイスアビリティの問題を踏まえた
考察が困難であるという難点を抱えている２３．
この「他者性の尊重」という価値による「自己
決定」の相対化の有する規範的な正当性につい
ては検討に値するテーマではあるが、それをこ
こで十分に吟味する余裕はない。そこで本稿で

は、立岩の議論に示唆を受けつつ、「自己決定」
の価値を基本的なものとして認めること（それ
に伴って許容されることになるデイスアビリテイを
一定の条件下で認めること）の意義と限界につい

て、さらに考察を進めてみたい。
ただし、ここまでの本稿での主張を踏まえれ
ば、このように「自己決定」の価値を認め、そ
の上でそこに生じるデイスアビリティの問題を
考察するという態度には、説明が必要だという
ことになる。なぜなら、価値の相対化とデイス
アビリティの更新の過程の中で、その地点に踏
みとどまって考察を進めることには、それ自体
としての正当性はないからである。この点につ
いて、その正当性をめぐる議論を十分展開する
余裕はないが、ここでは暫定的に「自己決定」
の価値を前提とすることの理由を幾つか挙げ
ておくことにする。まず一般的に、デイスアビ
リテイに照準する立場から、ある価値選択が他
のものよりも相対的に望ましいものであること
の理由としては、(1)そこで前提とされている価
値が一般に基本的なものとして承認されている
こと、(2)そこに生じているデイスアピリテイが
相対的には深刻なものでなく、デイスアビリテ
ィの解消に際して克服されるべきであるとされ
た抑圧性を有していないこと、といったものが
挙げられよう。このうち、(1)はその価値を相対
化することによって乗り越えようとするアプロ
ーチを採らずそれを前提として考察を進めるに

当たっての必要条件として要請されると考えら
れるものであり、（2)は障害学の知見を踏まえた
本稿の主張から導かれ得るものである。そこで
｢自己決定」について考えてみると、(1)に関し

ては、我々の社会で自由な選択に基づく生活が
非常に価値あるものと考えられているという事
実から、ある程度理解可能であると考える。た
だし(2)に関しては、少なくとも従来の「自己決
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｢自己決定権の行使」の主体はあくまでも当事

者であることが前提となるから、望ましい状態
(デイスアビリティの解消された状態）を実現する
ための働きかけは当事者の主体的な行為を促進
するようなものに限られることになり、そのよ
うに個人に働きかけを行っていくことが「決定
すべき自己」への圧力に転化してしまう傾向を
持つこともあり得る。さらに、これに関連して、
｢自己決定権の行使」のための能力（例えば「介

助者管理能力」等）が、決定主体である個人に内
在するものとして捉えられ、そうした能力を十
全に持つ「正常な」人間像へと近づけようとす
る営為に連続する危険性も指摘できよう。これ
らの問題点は、上記の(2)の条件に抵触する部分
を持っていると思われる。
これに対して、自立生活の実践の中で目指さ

れてきた「自己決定」は、やや質的に異なるも
のであると考えられる２５。すなわちそれは、あ
る領域の行為について、それが「自分で」決定
された、あるいは他者によって決定されていな
いという当事者の主観的な解釈が伴うこと、と
いったような意味内容を持つものである。そ
こでは介助者を常に道具化してコントロールす
ることが求められるわけではないし、介助者を
道具化し得なかった場合に常に不満が感じられ
るわけでもない。つまり、「自己決定権の行使」
が常に求められるのではなくて、あくまでも特
定の状況において、他者にコントロールされて
いないという感覚を持つことが重要なのであり、
そこでは「決定しない自由」も担保されること
になる。また、ここでの「自己決定」は、具体
的な行動として現れるものというよりは、当事
者の解釈行為に内在し、他者との関係性におい
て成立するようなものである。こうした「自己
決定」理解に基づけば、その価値を前提とする
場合に生じるデイスアビリティの局面も変化す

定」理解を前提とする限り、その条件を満たし
ているのかどうか疑わしい面もある。前節で見
た「自己決定」への批判も、そのことを示して
いる。そこで本稿では、以下でまずその問題性
について確認した上で、「自己決定」について
の新たな把握の仕方を提示することで、これら
の条件が満たされる可能性を指摘することにし
たい。
まず、従来の「自己決定」理解の問題点に

ついて確認しておこう。それは「決定すべき自
己」という要請が浮上することによって、決定
｢できない」存在、決定を望まない存在にデイ

スアビリティが生じるというものであった。こ
のことは、従来の「自己決定」理解において、
｢自己決定」と「自己決定権の行使」とがほぼ

同一視されてきたこと２４と関連しているよう
に思われる。「自己決定権の行使」という主張
は他者による生活のコントロールに抵抗した
自立生活運動の初発の動機に基づいたものであ
り、そのようなことが必要とされる文脈は確か
にあるのだが、他方でそうした権利の行使を保
障しようとする中で、「介助者管理能力」の習
得といった生活形成に向けての主体的な努力が
必要であるとされ、そのことがデイスアビリテ
ィの解消を示すものとして位置付けられること
が性々にしてあった。このように「自己決定権
の行使」の要件が特定化されていく傾向の中で、
「自己決定」は介助者を道具化しコントロール

することであるということになり、それを常
に満たす状態が望ましいものであり、それを満
たさない状態は否定的なものであるという認識
が、暗黙のうちに前提とされるようになる。こ
のとき、主体的な行為としての「自己決定権の
行使」が「できない」というデイスアビリティ
は十分に否定的なものとなり、そのデイスアビ
リティの扱われ方は抑圧的なものとなる。また、
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る。それはまず、決定主体としての個人に関し
て生じるものではなく、関係性のあり方の中に
見出されることになり、その解消・削減のあり
方も、介助者側の主体的な行為を含む多様なも
のとなり得る。本稿ではデイスアビリテイが個
人的因子と社会的因子との関連において生じて
いるという立場を一貫して採用してきたが、さ
らにこの局面におけるデイスアビリティは固定
的な関連の仕方において生じるものではなく、
個々の具体的な関係性において状況依存的に現
れることになるのである。さらに、この「自己
決定」理解によれば、障害学が一貫して批判し
てきた「正常な」人間像という想定を置くこと
からも、相対的に自由になることが可能であろ
う。個人がある種の能力を保有しているか否か
が焦点化されることが、それほど必要とされな
くなるだろうからである。
ただ、もちろんだからといって、「自己決定」

をこのように捉えればデイスアビリティを産出
しないということにはならない。やはり、ここ
でも「自己決定」の価値に照らして望ましい状
態とそうでない状態とがあり、望ましい状態を
実現できないことはデイスアピリティであり得
る。また、個人に還元されるある種の能力の高
低が全く問われなくなるわけでもない。ただこ
こでは、「自己決定」の意味内容を読み替える
ことで、相対的に許容可能なデイスアビリティ
の局面を現出させる可能性があるということに
焦点を当てたということである。さらに、「自
己決定」をめぐる問題の場合、それが実現され
ているかどうかが客観的に判断し難く、それゆ
え特にコミュニケーションに関するデイスアビ
リテイが伴うような場面においては、そのデイ
スアビリテイが顕在化し難いという問題がある
ことについて、再度指摘しておきたい。

ｅ お わ り に

本稿では、デイスアビリテイの解消に伴うデ
イスアビリティの更新という事態を把握するこ
とで、その前提にある価値選択という規範的な
問題への着目の必要性が示唆された。このこと
を踏まえると、ディスアビリティの解消という
戦略において問われるのは、既存のデイスアビ
リティを生み出している社会と、別様のデイス
アビリティを生み出す社会とを規範的に選択す
るということであり、どのような種類のデイス
アビリティの解消を目指し、どのような種類の
デイスアピリティを許容するか、という問いで
もある。実際には「社会モデル」は、ここで主
題化されたようなデイスアビリティの更新に付
随する価値選択の問題を常に潜在させていたの
だが、そのことはあまり自覚されなかった。例
えば、従来の「社会モデル」が知的・精神障害
について理論の射程に十分おさめ得なかったこ
とは、「社会モデル」の前提に暗黙のうちにあ
る種の知的能力が想定されていたことと無関係
ではないように思われるが26、そうしたことは
十分問われてこなかったのではないだろうか。
本稿では、ここで提起された問題に必ずしも十
分答えを与えられたわけではないが、その試み
は、様々な具体的なデイスアビリティ現象とそ
の解消を目指す主張の前提にどのような規範が
存在し、それがどのような機能を果たし得るの
かについての詳細な分析に向けての第一歩とし
て位置付けられるだろう。
また、このことは、「社会モデル」が見落と

してきたとされるインペアメントの問題に対す
る新たな視点を提供するものでもある。インペ
アメントが、特定の差異を「障害」として浮か
び上がらせる社会の編成によって生み出される
という意味で社会的に構築されるものであるこ
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と」を相対化することでデイスアビリティを解消
しようとするという、よりラディカルな側面に着
目することにしたい。

(3)高度に専門化された医療の体系の中で、障害者
が常に医療サービスの対象として位置付けられ、
「障害」が治療・回復を目指すべきインペアメント

としてのみ扱われ、当事者の個人的な問題として-

隠蔽されるとともに、その主体性が無視される構
造が存在した。そうした認識に立って、障害当事
者の運動の中で従来の「障害」の扱われ方を批判
する文脈で「医療モデル」という言葉が用いられ、
それは「社会モデル」と対称的な障害観を示すも
のとして理解されている。

(4)これらの「社会モデル」批判については、倉本
［2002]、杉野［2002]、石川[2002b]等でも論
じられており、それらは必ずしも「社会モデル」
と対立する主張ではなく、むしろ「社会モデル」
の射程を広げるものとして評価されている。

(5)「社会モデル」は社会に働きかけてデイスアビ
リティの解消を目指すという意味で、「障害」を否
定すべきものとして捉える。これは、全く異なる

障害観を前提とする「医療モデル」とその一点に
おいて共通している（星加［2002])。

(6)あらゆる社会が何らかの価値を前提とし、そ
れを基準に何らかの能力を要求するという本稿の
着想は、寺本の「これまで精神・知的障害者が犯
罪の可能性のある者として扱われてきたというこ
と、それゆえに厳しい差別や隔離が行われてきた
ことの背景には、ある一定「社会」が歩み寄った
としても、そこへ乗るための最低限の「能力｣、そ

うした「社会」を変えてもなお残ってしまう能
力のひとつとして、危害をなさないという「能
力」が問題とされたからではなかったか」（寺本
［2002:207]）という議論に大きな示唆を与えられ
ている。

（７）デイスアビリティが社会の前提となる価値体系

とは様々な論者によって指摘されてきた。その
意味で、インペアメントはデイスアビリティに
後続し、デイスアビリティのあり方に規定され
ていると見ることもできる27°そうであるなら
ば、どのようなデイスアビリティをどのように
解消していくかという戦略に内在する規範やそ
こで更新されることになるデイスアビリテイの
あり方が、インペアメントに対する当事者の意
味付けに強く影響していることも推測できるで
あろう。どのようなインペアメントがどのよう
に意味付けられるかという問題は、個別の状況
において当事者がどのような規範を参照するか
ということと関連しており、それはデイスアビ
リティの把握のあり方と連続しているのである。
この点についての検討は別稿に譲るが、「障害」
の多様で重層的な位相の把握に向けて、本稿で
得られた知見が一定の貢献をなし得るものと考
える。

注
( l )その代表的な論者はフィンケルシュタイン
(Finkelstein[1980])､オリバー(Oliver[1990])
等である。なお、本稿におけるインペアメント・
デイスアビリティの概念の使用は、基本的にイギ
リス障害学におけるそれらの用法に従っている。
インペアメント・デイスアビリティの概念の整理
については佐藤[1992]を参照。

(2)「社会モデル」については次のような見方もあ
る。例えば石川は、「｢できる人」が「できない人」
に対して、「できない人」が必要としているもの
を見返りなしに一定程度与えるシステム、共同性、
関係性をつくっていく責任が社会にある、という
思想が社会モデルです」（石川[2002a:16])と述
べ、きわめて常識的な思想であると評価している。
しかし、本稿では「社会モデル」が「できないこ
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との関連において生じているのだとすれば、デイ
スアビリティを解消しようとする戦略は、その価
値体系の内部における個別の評価基準（ある望ま
しさを評価する尺度）を変更させるか、あるいは
前提とされている価値そのものを相対化して「で
きないこと」をなくすことが、その内容となる。
これは、平等とは解決すべき問題と使用される知
識との組み合わせについての規範的な判断をめくﾞ
る問題であり、不平等の告発は評価基準の適切性
や評価そのものの正当性を問うものであるとする
江原の議論（江原[1988])と、基本的な認識を
共有するものである。なお、本稿の議論において
は、この前者（評価基準の変更）の側面を中心に
分析を行う。
(8)障害者の村では、あらゆる建造物が車いす使用
に合わせて設計される等、「健常者」にとってむ
しろ不都合な社会が現出する。そこでは「健常者」
はデイスアビリティを経験し、「障害」を持つ専門
家によってサービスのあり方を決定される対象と
して扱われる。この寓話については倉本［2002］
でやや詳しく紹介されている。
(9)もちろん障害者が「できない」ことには、イン
ペアメント等の個人的因子も関連しており、「でき

る」状態にするためにその個人的因子に働きかけ
ることも多い。しかし、それは主に「医療モデル」
的な対処法の守備範囲であると考えられるので、
ここでは言及しない。

⑩これはADAで導入された重要な概念の１つで、
「職務の本質的部分に関しての能力をもつ障害者」

という意味である。
(ID例えば、ある職場で働くために文字情報の処理
と一定の移動の必要があったとしよう。そのとき、
ある環境の下では視覚による情報処理能力や単独
歩行による移動の能力が要求され、また別の環境
においてはそれらの能力は必要とされないかもし
れない。いずれの環境においても、そこで要求さ

れる能力が「本質的」なものであるという理解は

可能であるが、情報処理や移動に関して代替手段
がある場合には、それらは「本質的」でないとい

う主張がしばしばなされる。
q2)立岩[2001]は、労働における本質的・中核的
な要素が何であるのかは論争的であり、その前提
にある規範の問題であることを指摘した上で、障

害者の労働の権利を擁護する議論を行っている。
⑬歴史的な敬意を確認すれば、ADAの成立とそ
れへの批判が起こる前から、「自立」の主張につな
がる運動はあった。しかし、そこでも「働けない」
ことへの自覚はその根底に流れていたのであり、

その意味で「労働」をめく穣る問題から「自立」を
めぐる問題へという把握の仕方は妥当であると思
われる。

04）このように書くと、自立生活運動において意志
決定をすることそのものが要求されたわけではな
い、という批判がなされるかもしれない。それは

少なくとも自立生活の実践の場においてはある程
度当たっている。しかし、なぜ彼らが「自立」を
主張しなければならなかったのかという事情を考
えれば、そこに他者による生活の管理という否定
すべき現実があったのであり、それが否定的であ
ったのは他者によって生活のあり方が決定されて
しまうことが望ましくないという認識があったか
らである｡そしてそのポジとしての「自己決定」
の価値が主張されたのである。少なくとも運動の

戦略としてはそうせざるを得なかったのである。
旧５節でも触れるように、厳密に言えば、自立生
活運動において重視された「自己決定」は、一般
に流通している私的所有権的な「自己決定」理解
と完全に一致するものではなく、またそれが主張
される文脈も異なっている。この点につい了盲は、

星加[2001]で検討した。ただし、ここでの論旨
では、両者を同様のものとして理解してもさしつ
かえないと考えている。
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が他の「障害」との差異化においてろうの優位性
を主張することになり、また手話の能力によって
ろう者間に新たな排除を生む可能性があるという
懸念が示された（長瀬[1996])。
(22）「社会モデル」の枠組みを利用した通俗的な議
論では、解消しようとするデイスアビリティのみ
に着眼するために、それが「改善」であるかどう
かを判定する観点を持っておらず､その意味で図
らずも相対主義的な色彩を帯びている。相対主義
の論理構造に関しては、入不二[2001]を参照。
(23）極簡略化して言えば、他者性概念の暖昧さのた
めにその内実についてあまりにも多様な解釈を許
容してしまうこと、それを特定化すると今度はそ
の状態が実現できないというデイスアビリティに
ついて改めて検討しなければならないこと、等が

指摘できる。
(24）例えば、定藤[1993]を参照。
(25）私的所有権に基づく従来の自己決定論と、自立
生活の実践から見出だされる自己決定概念の異同
に関しては、星加[2001]を参照。
(26）これは、ミル(Mill[1859=1971])やロール
ズ(Rawls[1971=1979])等のリベラルな理論家
がその社会構想の対象となる人々から障害者等を
除外したのと同じ構図ともいえる。それをもって
彼らを差別主義的であると論難するのは容易かも
しれないが、問題はある社会構想を語る上である
種の能力の保有は要求されざるを得ず、そこに生
じるデイスアピリテイを覆い隠すために、あらか
じめある種の人々を脇に置いたということではな
かろうか。そしてこのことは「社会モデル」の論
者たちにも跳ね返ってくるように思う。
(27）例えば、産業社会における均一化された労働力
の必要から「働けない」という意味でのデイスア
ビリティが生まれ、その個人的要因としてのイン
ペアメントが特定化されていったということ（石

川[2002b])、また犯罪者の矯正可能性という社会

06）このことは、現行の社会福祉制度において「自
己決定」を実現する条件が十分に整備されている
ことを必ずしも意味するものではない。２００３年の
初頭には、支援費制度の導入に際してホームヘル
プ事業の「上限設定」をめく．って、多くの障害者
団体等による反対運動が展開された。これは、障
害者の「自己決定」の条件を確保する制度が未だ
不十分なものであると同時に、これまで獲得して
きたそうした成果を維持することでさえ必ずしも
自明のことではないことを、図らずも示したもの
であろう。
(17 )哲学の領域ではリバータリアンの議論が
ある。それについてはノージック(Noz i c k
[1974=1992])の議論を参照。

⑱日本における自立生活運動の経緯と当事者の実
践を理解するために、安積・尾中・岡原・立岩編
[1995]を参照。

⑲このようにデイスアビリティの解消を目指すこ
とがその能力のいっそうの価値化を帰結するとい
う事態が生じる条件については、更なる分析が必
要である。本稿で取り上げた「労働」や「自立」
に関してはこのような価値化を指摘することがで
きるが、あらゆるデイスアビリティ解消の局面に
おいてそうであるわけではない。

剛この問題への社会学的なアプローチとしては、
寺本［2000］等がある。
(21)3．４節での例示のほか、ろう文化運動の主張
にもそうした性質を読み取ることができる。ろう
文化運動は、ろうは「障害」ではなく手話という
固有言語を有する言語的・文化的なマイノリティ
であるとして、自らのアイデンティティを積極的
に主張した（木村・市田[1995])。音声言語を操
ることが「できない」という意味で社会的な不利
益を受けていた立場から、手話という固有の言語
を持ち文化を享受することが「できる」存在へと
転換しようとしたのである。しかし他方で、それ

’

ｌ
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的関心から知的障害の概念が分節化されていった
こと（寺本［2002]）等を念頭に置いている。
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